株式会社 ジョブウェル　障害者就労支援事業所 ジョブウェル（指定障害者就労移行支援事業所：2317900104）
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　平成19年12月、尾張地区では民間初で開所し、早くも2ヵ月が経ちました。内覧会では多くの方々にご来所していただき、誠にありがとうございます。お蔭様でご利用希望者も順調に増えつづけ、作業訓練や施設外就労が確保でき、定期的に行うことが出来るようになりました。　

まだまだ仕事や施設外就労の場が足りないのは否めませんが、少しずつ増やしていきたいと思います。各関係機関との連携も順調に広げていくことができ、早くも面接試験を受ける事が決まった方もみえます。
尾張地区では「就労移行支援」のなじみが比較的薄く、一般就労を希望する障がい者の方の受け入れ体制や、支援体制が整っているとは言えない状況です。しかし、一般就労を希望する方は沢山おられ、就労を支援する機関がもっと必要である事は確実な事です。

利用者さんの希望と企業様との希望の二つをとらえ、互いに必要な存在となり、就労に結びつく、そんな事業所を目指していきます。


　約一年前、私は公共職業安定所に求職登録し、在宅のままどこにも行っていない障害がある方が、瀬戸市・尾張旭市で100名以上に上ることを知りました。「障害者自立支援法」が完全施行されて、5ヶ月が経とうとしていた頃です。その方たちへの支援をさせていただきたいと、今回「障害者就労支援事業所 ジョブウェル」の立ち上げに参加させていただきました。事業を始めてみると、制度の変化は激しく、各助成金制度も多種多様であることを知りました。この「ジョブウェル通信」は、このような制度や助成金の解読書になればと、と考えています。
※左のグラフは、現在の障がいのある方の工賃を示しています。工賃月額1万円と大変少なく、更に就労を理由とする施設退所は僅か1％と、大きな問題となっています。（H19.12厚生労働省「福祉から雇用へ」＝推進5か年計画参照）

　現在、障がいがある方の就労支援の取り組みとして、毎月1回、職業安定所へ利用者さんと共に求職活動にでかけています。今後、職業適性検査、事前面接練習などにも参加させていただく予定です。また、商工会議所のイベントもご紹介していただける予定で、こちらは企業の方と知り合いになるきっかけになればと考えています。多くの関係機関と連携し、障がいのある方の「働きたい」を支援させていただきたいと思います。
　その他にも、愛知職業センター、愛知職業能力開発校、愛知中小企業同友会の方にも、イベント・各種講習などの紹介をしていただける予定でいます。まだ開所したばかりということもあり「実績」というものはありませんが、今後も各関係機関との連携を強化していき、障がいがある方が一般就労できるように支援させて頂きたいと考えています。

障がい者の就労意欲の向上と継続的な就労活動を支援するため、平成19年7月利用分から利用者負担金（食費及び光熱水費等実費相当額を除く）を施設事業者に支払っている方に対して就労支援奨励金の支給がされる事になりました。支給対象利用者は、就労移行支援事業、就労継続支援事業、身体障害者通所授産施設、知的障害者通所授産施設、精神障害者通所授産施設、身体･知的･精神障害者小規模通所授産施設のいずれかを通所利用している障がい者の方です。支給申請には所定の用紙に記入・捺印する必要があります。申請後、支給決定されれば支給される事になります。1日につき175円の支給額（上限は3750円）となります。奨励金をもらっていない方、申請していない方、ぜひ確認してみて下さい。もしかしたらもらえるものがもらえていないかも!?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　※市町村により異なる場合がございます。


シリーズ1　愛知県障害者就業センター
主に、下記のようなサービスを行っています。

・相談支援・・・就職を目指している方、職場で適応のための相談を希望される方等、また、事故や病気で休職している方で職場復帰に取り組まれている方に次のようなご相談や支援を提供しています。

・職業準備支援・・・センター内での作業支援、職業に関する知識を習得するための職業準備講習カリキュラム、精神障害のある方への対人技能等を向上させるための自立支援カリキュラムの実施。
・ジョブコーチによる障がい者及び事業主に対するご支援・・・障がいのある方が職場で持ちうる能力を発揮できるように、また、障がいのある方を雇用している（しようとする）企業の皆様が障がい者の特性等を理解し、指導方法を会得できるようにジョブコーチが職場で支援ノウハウを伝授するための個別支援を実施。
この他にも、精神障害者総合雇用支援や関係機関等の職員の就業支援基礎講座の開催、雇用管理全般の基礎的事項に関する講習会、雇用管理サポート、障がい者の雇用管理や採用計画の作成のためのご助言、情報提供、計画策定等のサービスなど、数多くのサービスを行っています。障がい者・企業・団体、の皆様、ご活用してみてはいかがですか？
※相談、支援は全て無料です。相談は予約制となっています。TEL052-452-3541

第1回「雇用支援制度導入奨励金」
事業主が、トライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用へ移行し、かつその者の就労を容易にするため、一定の雇用環境の改善等を行った場合に３０万円と、トライアル雇用労働者1人につき月額4万円が最長3ヶ月間支給されるものです。 
※トライアル雇用とは、ハローワークが紹介する対象労働者を事業主が一定期間（原則３ヶ月）試行的に雇用することにより、事業主と 対象労働者の双方が業務遂行にあたっての適性や能力などを見極めるとともに、相互に理解を深めていただく事とを通じて、対象労働者の常用雇用への移行や雇用機会の創出を図るものです。なお、トライアル雇用を実施する事業主には一定の要件を満たした場合に奨励金が支給されます。
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☆ジョブウェルでは利用者の方の安定的な工賃の支給のため、以下のような企業・団体様を探しています。

●障がい者がグループ（3名以上＋職員1名）で働く事ができる仕事場。（請け負った作業を発注先の企業・団体内で行います。）※アルバイト・職場体験のご提供も歓迎いたします。※ジョブウェルからグループにて出勤いたします。

●ジョブウェルに仕事（委託・下請け・内職）をくださる企業・団体。
※ジョブウェル（事業所内）にて実践的な作業訓練をさせていただく為、是非、ご協力下さい。
◆この掲載内容についてのご質問など、ご不明な点がございましたら、ジョブウェルまでお問い合わせ下さい。
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